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平成 31 年度第 1 回総合教育会議録（抜粋）

日時：令和元年 5 月 7 日（火） 15：30～16：30

場所：筑後市役所東庁舎３階 301 会議室

出席：（構成員）西田市長、中村教育長、久保教育長職務代理、吉田教育委員、

石橋教育委員、齋藤教育委員（事務局）森田教育委員会次長、田中総務部長、

原口市民生活部長、坂本学校教育課長、豊福企画調整課長（関係部署）菅原

子育て支援課長、山田社会教育課長（庶務）企画調整課企画政策担当

決定事項

１．次期大綱は、前回からの基本方針を引き継いで、その内容について検討

していく。

２．基本方針①「ふるさとちくごへの愛を育てるまちづくりの推進」及び③

「社会を生き抜く力を育む学校教育の推進」の内容について、事務局にて

再検討する。

３．素案②を基本に上記２．について修正したものを事務局から提示する。

Ⅰ 基本方針①について（「文化財の保護・活用」について）

吉田委員 基本方針１であるが、これは「文化財の保護・活用」となっている。

これは文化財のみの、保護・活用なのか。それとも郷土の歴史や伝統、こっ

ちのほうはどのように理解したらいいか。これはちょっとわかりづらいが。

西田市長 今の吉田委員の質問に対して、事務局のほうから、お願いする。

山田社会教育課長 この文化財については、今、吉田委員からあったように、

どちらかといえば、広いほうの意味である。伝統・文化まで含めての保護・

活用については行っているので、広い意味でのものと捉えていただきたいと

思うので、文言は検討したいと思う。

吉田委員 はい、わかった。
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Ⅱ 基本方針③について

久保教育長職務代理 基本方針３のところだが、重複している、上の文章と下

の箇条書きが。「確かな学力の向上、豊かな心の育成、健やかな体の育成」、

これはもう上にあるので、いらないのではないか。その下の２つがあったら

いいのかなと、今思ったが、いかがか。

西田市長 事務局、久保委員の意見に対して何か考え方があれば、お願いする。

豊福企画調整課長 確認をさせていただくが、「確かな学力の向上、豊かな心

の育成、健やかな体の育成」が、下の箇条書きの中に含まれているから、重

複しているということか。

久保教育長職務代理 そう、上と下。

豊福企画調整課長 資料１のほうで、実は「新しい時代を担う」など４つある。

４つある中で、どちらかというと１番目と２番目をくっつけた形で、文章化

しているが、これをもうちょっと、他の分を取り入れたらどうかという意見

でよろしいか。この３本柱というか、重要かなということで上の文章の中に

も盛り込んでいるが、ここについては、言われるとおり重複をしているので、

修正することもやぶさかではないと思う。

久保教育長職務代理 よろしくお願いする。

中村教育長 どっちかを省くということで検討したらどうか。上から外すか、

下３つ外すか、どうか。

坂本学校教育課長 下の事業は、総合計画上の基本事業になっているので、下

を外すということには、たぶんならないと思う。従って、上の文章を変える

か、どうなのかというふうに理解している。

西田市長 それでは、検討するということでよろしいか。

久保教育長職務代理 よい。
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第２次

筑後市教育大綱

令和 2 年 3 月

筑 後 市



- 1 -

はじめに

筑後市長 西田 正治
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策定の背景

平成２７年４月１日、「地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律（平成２

６年法律第７６号）」が施行されました。

この中で、市長が、教育、学術及び文化の振興に関する総

合的な施策の大綱を策定することが規定されました。

筑後市では、平成２７年５月に設置した「筑後市総合教育

会議」で協議を重ね、「筑後市教育大綱」を平成２８年３月に

策定いたしました。

今般、新しい時代の到来に向け、「筑後市総合教育会議」で

再度の協議を行い、「第２次筑後市教育大綱」を策定いたしま

した。

大綱の位置付け

本大綱は、筑後市の教育や子育てに関する施策の目標やそ

の根本となる方針を定めるものです。

実施期間

本大綱は、第６次筑後市総合計画の実施に合わせ、令和２

年度から４年度までの３年間を実施期間とします。

ただし、今後の社会情勢等の変化を踏まえて、総合教育会

議において協議・調整を行い、状況に応じて適宜見直してい

くものとします。
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目 標

ちくごの伝統や風土、人の和の中で育った、かけがえのない

ちくごの子どもたちを、その育った郷土を愛し、そして、発展

させる人材へと育てる「教育のまち・ちくご」を目指します。

基本方針

本市の教育を推進するために、以下５つの基本方針を定めま

す。

(*)文化財とは…有形・無形問わず郷土の歴史や伝統なども含んだ広い意味のもの

○郷土の歴史や伝統・文化を理解し、誇りを持ってふる

さとちくごを愛する市民の育成を目指します。

u文化財(*)の保護と活用
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○妊娠期から子育て期にわたるまで、幼児期から義務

教育期を通し、切れ目ない支援を行い、安心して子

どもを産み、子育てのよろこびを感じられるまちづ

くりを目指します。

u子どもの人権の尊重
uひとり親家庭等の自立支援の推進
u保育サービスの充実・子どもの居場所づくり

u子育て不安の軽減
u子どもの健やかな成長の支援

○児童生徒一人ひとりの存在が認められていることを

実感できる環境をつくり、「知」「徳」「体」の育成を

柱として２１世紀型能力（基礎力・思考力・実践力）

を併せた、社会を「生きぬく力」の育成を目指しま

す。

u確かな学力の向上
u豊かな心の育成
u健やかな体の育成
u小中連携・地域連携の推進
u教育環境の充実
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以上の基本方針を推進するため、学校、家庭、地域、社会教

育団体等との積極的な連携を図ります。

○いつでもどこでも誰もが生涯にわたって多様な学び

の機会を得て、その成果を活かし、つなげることで

生きがいを感じ、一人ひとりがお互いの人権を尊重

するまちづくりを目指します。

u生涯学習の推進
u市民への人権教育・啓発
u児童・生徒への人権教育・啓発

○子どもから高齢者まで、健康スポーツから競技スポー

ツまで、市民がスポーツを身近に感じ、楽しむことが

できる「スポーツでつながる元気なちくご」を目指し

ます。

u生涯スポーツの推進
u青少年教育・体験活動の推進
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市民憲章

この恵み多い自然、ゆかしい歴史と文化のうえに

人の和を織りなして、住みよいふるさと、活気に満

ちたまちを築きたいという願いをこめて、ここに市

民憲章を定めます。

１ ゆたかな自然とうるわしい人情、調和のとれたまちを

つくりましょう。

１ 伝統にまなび、教養をたかめ、清新な文化のまちをつ

くりましょう。

１ ふれあいと安らぎを大切にし、思いやりにみちたまち

をつくりましょう。

１ 健やかな心と体をそだて、生きがいのあるまちをつく

りましょう。

１ 仕事によろこびと誇りをもち、活気あふれるまちをつ

くりましょう。

昭和 59 年 10 月 1 日制定



筑 後 市

パネコ はね丸 ポネコ
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○筑後市教育大綱（素案②）修正箇所比較

現行 素案② 最終案

修正の主旨

素案①に加え、関連する第6次総
合計画の基本事業を箇条書で表
示 ※修正なし

表紙
「教育のまち・ちっご」
～ちっごで育ち、ちっごを愛し、
ちっごを育てる人づくり～

「教育のまち・ちくご」
～ちくごで育ち、ちくごを愛し、
ちくごを育てる人づくり～

※修正なし

P2
（策定の背景）

追加のみ⇒

今般、新しい時代の到来に向け、
「筑後市総合教育会議」で再度の
協議を行い、「第2次筑後市教育
大綱」を策定いたしました。 ※修正なし

P2
（実施期間）

本大綱は、平成28年度から31
年度までの4年間を実施期間と
します。

本大綱は、第6次総合計画の実施
に合わせ、令和2年度から4年度ま
での3年間を実施期間とします。 ※修正なし

P3
（目標）

「教育のまち・ちっご」
～ちっごで育ち、ちっごを愛し、
ちっごを育てる人づくり～

ちっごの伝統や風土、人の和の
中で育った、かけがえのない
ちっごの子どもたちを、その
育った郷土を愛し、そして、発
展させる人材へと育てる「教育
のまち・ちっご」を目指します。

「教育のまち・ちくご」
～ちくごで育ち、ちくごを愛し、
ちくごを育てる人づくり～

ちくごの伝統や風土、人の和の中
で育った、かけがえのないちくごの
子どもたちを、その育った郷土を
愛し、そして、発展させる人材へと
育てる「教育のまち・ちくご」を目指
します。

※修正なし

P3
（基本方針1）

ふるさとちっごへの愛を育てる
まちづくりの推進

○郷土の歴史や伝統・文化を
理解し、誇りを持ってふるさと
ちっごを愛する市民の育成を目
指します。

ふるさとちくごへの愛を育てるまち
づくりの推進

○郷土の歴史や伝統・文化を理解
し、誇りを持ってふるさとちくごを愛
する市民の育成を目指します。
　◇文化財の保護・活用

ふるさとちくごへの愛を育てるまち
づくりの推進

○郷土の歴史や伝統・文化を理解
し、誇りを持ってふるさとちくごを愛
する市民の育成を目指します。
　◇文化財(*)の保護と活用
(*)文化財とは…有形無形問わず郷
土の歴史や伝統なども含んだ広い意
味のもの

P4
（基本方針2）

○幼児期から義務教育期を通
し、子どもが健やかに育ち、子
育てのよろこびを感じられるま
ちづくりを目指します。

○妊娠期から子育て期にわたるま
で、幼児期から義務教育期を通
し、切れ目ない支援を行い、安心
して子どもを産み、子育てのよろこ
びを感じられるまちづくりを目指し
ます。
　◇子どもの人権の尊重
　◇子育て世代への生活支援
　◇保育サービスの充実
　◇子育て不安の軽減
　◇子どもの健やかな成長の支援

○妊娠期から子育て期にわたるま
で、幼児期から義務教育期を通
し、切れ目ない支援を行い、安心
して子どもを産み、子育てのよろこ
びを感じられるまちづくりを目指し
ます。
　◇子どもの人権の尊重
　◇ひとり親家庭等の自立支援の
推進
　◇保育サービスの充実・子ども
の居場所づくり
　◇子育て不安の軽減
　◇子どもの健やかな成長の支援
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○筑後市教育大綱（素案②）修正箇所比較

現行 素案② 最終案

P4
（基本方針3）

社会を生きぬく力を育む学校教
育の推進

○「確かな学力の向上」、「豊か
な心の育成」、「健やかな体の
育成」を柱として21世紀型能力
（基礎力・思考力・実践力）を併
せた、社会を「生きぬく力」の育
成を目指します。
○児童生徒一人ひとりの存在
が認められていることを実感で
きる環境づくり、授業づくり、人
間関係づくりを目指します。
○新たな価値を創造する人材、
グローバル人材等の養成を目
指します。

社会を生きぬく力を育む学校教育
の推進

○児童生徒一人ひとりの存在が
認められていることを実感できる
環境をつくり、「確かな学力の向
上」、「豊かな心の育成」、「健やか
な体の育成」を柱として21世紀型
能力（基礎力・思考力・実践力）を
併せた、社会を「生きぬく力」の育
成を目指します。
　◇確かな学力の向上
　◇豊かな心の育成
　◇健やかな体の育成
　◇小中連携・地域連携の推進
　◇教育環境の充実

社会を生きぬく力を育む学校教育
の推進

○児童生徒一人ひとりの存在が
認められていることを実感できる
環境をつくり、「知」「徳」「体」の育
成を柱として21世紀型能力（基礎
力・思考力・実践力）を併せた、社
会を「生きぬく力」の育成を目指し
ます。
　◇確かな学力の向上
　◇豊かな心の育成
　◇健やかな体の育成
　◇小中連携・地域連携の推進
　◇教育環境の充実

P5
（基本方針4）

生きがいを感じる生涯学習の
推進

○いつでもどこでも誰もが生涯
にわたって学び、学びの成果を
活かし、つなげることで「生きが
いを感じる」まちづくりを目指し
ます。
○多様な学習内容と機会を提
供し、一人ひとりがお互いの人
権を尊重するまちづくりを目指
します。

人生１００年時代を見据えた生涯
学習の推進

○いつでもどこでも誰もが生涯に
わたって多様な学びの機会を得
て、その成果を活かし、つなげるこ
とで、生きがいを感じ、一人ひとり
がお互いの人権を尊重するまちづ
くりを目指します。
　◇生涯学習の推進
　◇社会人への人権教育・啓発

人生１００年時代を見据えた生涯
学習の推進

○いつでもどこでも誰もが生涯に
わたって多様な学びの機会を得
て、その成果を活かし、つなげるこ
とで、生きがいを感じ、一人ひとり
がお互いの人権を尊重するまちづ
くりを目指します。
　◇生涯学習の推進
　◇市民への人権教育・啓発
　◇児童・生徒への人権教育・啓
発

P5
（基本方針5）

スポーツを通した健康なまちづ
くりの推進

○生涯にわたって運動やス
ポーツに親しみ、市民が「ここ
ろ」も「からだ」も健康となる元気
なまちづくりを目指します。
○筑後広域公園や福岡ソフト
バンクホークスとの連携協定な
どを活かしたスポーツの振興に
より魅力あるまちづくりを目指し
ます。

スポーツを通した健康なまちづくり
の推進

○子どもから高齢者まで、健康ス
ポーツから競技スポーツまで、市
民がスポーツを身近に感じ、楽し
むことができる「スポーツでつなが
る元気なちくご」を目指します。
　◇生涯学習スポーツの推進
　◇青少年教育・体験活動の推進

※修正なし

P5

以上の基本方針を推進するた
め、学校、校区コミュニティ協議
会、社会教育団体等との積極
的な連携を図ります。

以上の基本方針を推進するため、
学校、家庭、地域、社会教育団体
等との積極的な連携を図ります。

※修正なし
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基本方針 1「ふるさとちくごへの愛を育てるまちづくりの推進」の考え方につ
いて

1） 視 点 郷土の歴史・伝統・文化

2） 語句の説明 文化財…有形、無形問わず郷土の歴史や伝統なども含んだ広

い意味のもの

3） 参 考 文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）

○ 郷土の歴史や伝統・文化を理解し、誇りを持ってふるさとちくごを愛す

る市民の育成を目指します。

◇文化財の保護と活用

「文化財」とは

(文化財の定義 )
第二条 この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

一 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文

化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの (これら
のものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を

含む。 )並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料 (以下
「有形文化財」という。 )

二 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとつて歴

史上又は芸術上価値の高いもの (以下「無形文化財」という。 )
三 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗

技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国

民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの (以下「民俗文化
財」という。 )

四 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴

史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁りよう、峡谷、海浜、山

岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いも

の並びに動物 (生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物 (自生地を含
む。)及び地質鉱物 (特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我
が国にとつて学術上価値の高いもの (以下「記念物」という。 )

五 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成さ

れた景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのでき

ないもの (以下「文化的景観」という。 )
六 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造

物群で価値の高いもの (以下「伝統的建造物群」という。 )




























